
品川区奨学金事務取扱要綱 
 

制定 平成３０年３月３０日 区長決定 要綱第１３９号 
改正 令和 ２年４月 １日 区長決定 要綱第１０１号 
改正 令和 ８年４月 １日 区長決定 要綱第１３１号 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、品川区奨学金貸付条例（昭和６１年品川区条例第１３号。以下「条

例」という。）および品川区奨学金貸付条例施行規則（昭和６１年品川区規則第８号。

以下「規則」という。）に基づき実施する品川区奨学金事業の円滑かつ適正な運用を

図るために必要な事項を定めるものとする。 
 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語は、条例および規則において使用する用語の例

による。 
 

（貸付額） 
第３条 奨学金の貸付額は、１万円を単位とする。 
２ 在学応援資金の貸付けは年度単位で行うものとし、１年度における貸付額は、３０

万円を上限とする。 
 

（申請者の経済状況） 
第４条 条例第３条第１項第１号および同条第２項第１号に規定する経済的に修学等

が困難な者であるかの審査は、申請者の保護者１人のみ所得がある世帯または保護

者およびその配偶者が共に所得がある世帯について、申請があった年度の前年度に

おける世帯の区市町村民税課税標準額等により行うものとし、基準となる区市町村

民税課税標準額等は別に定める。     
 

（外国人住民の居住状況） 
第５条 条例第３条における居住状況について、申請者およびその保護者等が外国籍の

場合にあっては、次に掲げる在留資格を有する者であること、在留期間および在留

期間の満了日を確認するものとする。 
（１） 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法（平成３年法律第７１号）に定める法定特別永住者 
（２） 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年法律第３１９号）別表第２の永住者、

日本人の配偶者等または永住者の配偶者等 
（３） 出入国管理及び難民認定法別表第２の定住者 

 
（生活保護受給者からの申請） 



第６条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に定める被保護者が奨

学金を申請する場合にあっては、その使途等について福祉事務所長の意見を区長に

提出しなければならない。 
 
（在学応援資金の貸付対象経費） 

第７条 在学応援資金の貸付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。 
 （１）修学に関する費用 学納金（教育拡充費、施設整備費、教材費、行事費、修学

旅行費、校外学習費）、学習塾代、検定料、模試代、参考書代、問題集代、区

または学校が主催もしくは推薦する体験活動費ならびに専門学科および選択

科目に付随する受講料 
 （２）修学に付随する課外活動等に関する費用 部活動に係わる経費、学校内で行わ

れる課外活動費（生徒会活動、学校行事等）および学校外で行われる課外活動

費（ボランティア活動、地域活動等） 
２ 前項に規定する対象経費は、入学金、授業料（高等学校等就学支援金の支給に関す

る法律（平成２２年法律第１８号）第５条第１項に規定する就学支援金の年額）、滞

納および先払い分の学納金、寄付金、ＰＴＡ会費、父母会費、交通費、日用品費なら

びに授業に付随しない受講料を含まないものとする。 
 

 （在学応援資金の貸付審査） 
第８条 在学応援資金の貸付審査は、申請書類の内容、作文および面接による総合評価

とする。 
２ 区長は、条例第５条に基づき、申請書類の内容による作文評価および面接評価を行

い、品川区奨学金運営委員会（以下「運営委員会」という。）への諮問、答申を経て

奨学生を決定する。 
３ 作文評価と面接評価は、それぞれ独立して行う。 
４ 作文評価は、目標、行動計画、使途、独創性および文法・語法・表現力を評価する。 
５ 面接評価は、目標、行動計画、使途、独創性、文法・語法・表現力および人物を評

価する。 
６ 前２項の評価は、運営委員会の委員または区長が認めた者によって行うものとする。 
７ 面接を受けなかった者については、辞退とみなす。 

 
（在学応援資金の貸付審査順位） 

第９条 在学応援資金の貸付審査は、作文評価および面接評価の合計点の高い順に行う。 
 
 （入学準備金の貸付審査） 
第１０条 入学準備金の貸付審査は、申請書類の内容および貸付けを受けようとする者

への聴取によるものとする。 
２ 区長は、条例第５条に基づき、申請書類の内容および貸付けを受けようとする者へ

の聴取により、運営委員会への諮問、答申を経て貸付けを決定する。 
                         



 （奨学金の使途報告） 
第１１条 奨学金の貸付けを受けた者は、使途を記載した書面に領収書等支払の事実を

確認することができる書面を添付し、区長に提出しなければならない。 
 

（在学応援資金の返還免除審査） 
第１２条 在学応援資金の返還金の免除の評価は、申請書類の内容および面接による総

合評価とする。 
２ 面接評価は、成果、取組・経験、変化、独創性、文法・語法・表現力および人物を

評価する。 
３ 前項の評価は、複数名によって行うものとし、その構成は、運営委員会の委員また

は区長が認めた者によって行うものとする。 
４ 区長は、申請書類の内容、第２項の面接評価を用い、運営委員会への諮問、答申を

経て免除内容を決定する。 
 

（委任） 
第１３条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 
 

付  則 
この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

付  則 
この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 
  付  則 
この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 


